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（通知）建築物における吹付けアスベスト等の分析調査状況について

標記について、官施第８７５５号（１７．１１．１８）官施第９６２８号（１

７．１２．２２）及び官施第１４７６号（１８．３．２）にて通知していたとこ

ろであるが、今般、アスベスト含有量の分析結果が得られたので、別添のとおり

通知する。

吹付けアスベスト等の使用が認められた建築物については、早急に除去等の措

置を講じる予定であるが、アスベストが室内に露出している建築物については、

除去等の措置が完了するまでの間、原則、当該箇所への立入りを禁止し、やむを

得ず立ち入る場合には呼吸用保護具等の着用を義務付け、隊員の健康被害防止を

図られたい。

当該情報は、隊員やその家族などに対して提供するとともに、防衛医科大学校

及び各自衛隊病院に設置しているアスベスト相談窓口や医務室を活用して健康不

安の解消に努めるなど、隊員等の健康管理へ適切に対応するよう再度周知徹底さ

れたい。
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